
広
島
県
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
使
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
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平
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二
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六
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二
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四
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広
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県
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広
島
県
規
則
第
八
号 

 
 
 

広
島
県
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
使
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
使
用
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
規
則
第
二
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
中 

「注
 
1
 
大
き
さ
は
，
縦

4
5
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
，
横

5
7
.
5
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
と
す
る
。
 

2
 
「
金
額
」
の
欄
に
は
，
種
類
に
応
じ
た
料
金
を
表
示
す
る
。
 
 
 
 
 
」

 

「注
 
「
金
額
」
の
欄
に
は
，
種
類
に
応
じ
た
料
金
を
表
示
す
る
。
」

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

を 


